
 

一 

○
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
六
号
） 

（
抄
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

短
時
間
労
働
者
と
通
常
の
労
働
者
と
の
均
等
な
待
遇
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律 

 

目
次 

 

第
三
章 

短
時
間
労
働
者
の
均
等
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
措
置
等 

 
 

第
一
節 

均
等
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
措
置
（
第
五
条
の
二
―
第
十
条

の
二
） 

  

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
短
時
間
労
働
者
が
我
が
国
の
経
済
社
会
に
お
い
て
果

た
す
役
割
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
、
通
常
の
労

働
者
と
の
均
等
な
待
遇
の
確
保
並
び
に
適
正
な
労
働
条
件
の
確
保
及
び
教
育

訓
練
の
実
施
、
福
利
厚
生
の
充
実
そ
の
他
の
雇
用
管
理
の
改
善
に
関
す
る
措

置
、
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
等
に
関
す
る
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
に
よ

り
、
短
時
間
労
働
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
を
有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
し
、
も
っ
て
そ
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  

（
事
業
主
等
の
責
務
） 

 
 

 

短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律 

  

目
次 

 

第
三
章 

短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
措
置
等 

 
 

第
一
節 

雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
措
置
（
第
六
条
―
第
十
条
） 

   

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
短
時
間
労
働
者
が
我
が
国
の
経
済
社
会
に
お
い
て
果

た
す
役
割
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
、
そ
の
適
正

な
労
働
条
件
の
確
保
及
び
教
育
訓
練
の
実
施
、
福
利
厚
生
の
充
実
そ
の
他
の

雇
用
管
理
の
改
善
に
関
す
る
措
置
、
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
等
に
関
す

る
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
短
時
間
労
働
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
を

有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、
も
っ
て
そ
の
福
祉
の
増
進
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  

（
事
業
主
等
の
責
務
） 



  

二 

第
三
条 

事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
、
通
常
の
労

働
者
と
の
均
等
な
待
遇
の
確
保
（
同
様
の
労
働
に
対
し
て
は
同
等
の
待
遇
を

確
保
す
べ
き
と
の
観
点
か
ら
、
短
時
間
労
働
者
の
就
業
の
実
態
に
応
じ
、
賃

金
の
支
払
等
に
つ
き
、
通
常
の
労
働
者
と
で
き
る
限
り
同
等
の
待
遇
を
確
保

す
る
こ
と
を
い
う
。
）
並
び
に
適
正
な
労
働
条
件
の
確
保
及
び
教
育
訓
練
の
実

施
、
福
利
厚
生
の
充
実
そ
の
他
の
雇
用
管
理
の
改
善
（
以
下
「
均
等
待
遇
の

確
保
等
」
と
い
う
。
）
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、

当
該
短
時
間
労
働
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
を
有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

事
業
主
の
団
体
は
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
事
業
主
の
雇
用
す
る
短
時
間
労

働
者
の
均
等
待
遇
の
確
保
等
に
関
し
、
必
要
な
助
言
、
協
力
そ
の
他
の
援
助

を
行
う
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
四
条 

国
は
、
短
時
間
労
働
者
の
均
等
待
遇
の
確
保
等
に
つ
い
て
事
業
主
そ

の
他
の
関
係
者
の
自
主
的
な
努
力
を
尊
重
し
つ
つ
そ
の
実
情
に
応
じ
て
こ
れ

ら
の
者
に
対
し
必
要
な
指
導
、
援
助
等
を
行
う
と
と
も
に
、
短
時
間
労
働
者

の
能
力
の
有
効
な
発
揮
を
妨
げ
て
い
る
諸
要
因
の
解
消
を
図
る
た
め
に
必
要

な
広
報
そ
の
他
の
啓
発
活
動
を
行
う
ほ
か
、
そ
の
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向

上
等
を
図
る
等
、
短
時
間
労
働
者
の
均
等
待
遇
の
確
保
等
の
促
進
そ
の
他
そ

の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進

第
三
条 

事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
、
そ
の
就
業

の
実
態
、
通
常
の
労
働
者
と
の
均
衡
等
を
考
慮
し
て
、
適
正
な
労
働
条
件
の

確
保
及
び
教
育
訓
練
の
実
施
、
福
利
厚
生
の
充
実
そ
の
他
の
雇
用
管
理
の
改

善
（
以
下
「
雇
用
管
理
の
改
善
等
」
と
い
う
。
）
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
短
時
間
労
働
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
を
有
効

に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

   

２ 

事
業
主
の
団
体
は
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
事
業
主
の
雇
用
す
る
短
時
間
労

働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
し
、
必
要
な
助
言
、
協
力
そ
の
他
の
援
助

を
行
う
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
四
条 

国
は
、
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
つ
い
て
事
業
主
そ

の
他
の
関
係
者
の
自
主
的
な
努
力
を
尊
重
し
つ
つ
そ
の
実
情
に
応
じ
て
こ
れ

ら
の
者
に
対
し
必
要
な
指
導
、
援
助
等
を
行
う
と
と
も
に
、
短
時
間
労
働
者

の
能
力
の
有
効
な
発
揮
を
妨
げ
て
い
る
諸
要
因
の
解
消
を
図
る
た
め
に
必
要

な
広
報
そ
の
他
の
啓
発
活
動
を
行
う
ほ
か
、
そ
の
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向

上
等
を
図
る
等
、
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
の
促
進
そ
の
他
そ

の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進



 

三 

す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
（
略
） 

 

第
五
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
短
時
間
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
、

短
時
間
労
働
者
の
均
等
待
遇
の
確
保
等
の
促
進
、
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向

上
等
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
べ
き
方
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
短

時
間
労
働
者
対
策
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

短
時
間
労
働
者
対
策
基
本
方
針
に
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

一 

（
略
） 

 

二 

短
時
間
労
働
者
の
均
等
待
遇
の
確
保
等
を
促
進
し
、
並
び
に
そ
の
職
業

能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
図
る
た
め
に
講
じ
よ
う
と
す
る
施
策
の
基
本
と

な
る
べ
き
事
項 

 

三 

（
略
） 

３
～
６ 

（
略
） 

  
 

 

第
三
章 

短
時
間
労
働
者
の
均
等
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
措
置
等 

  
 

 
 

第
一
節 

均
等
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
措
置 

  

（
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止
） 

第
五
条
の
二 

事
業
主
は
、
賃
金
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
、
労
働
者
が

す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

 

第
五
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
短
時
間
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
、

短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
の
促
進
、
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向

上
等
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
べ
き
方
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
短

時
間
労
働
者
対
策
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

短
時
間
労
働
者
対
策
基
本
方
針
に
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
を
促
進
し
、
並
び
に
そ
の
職
業

能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
図
る
た
め
に
講
じ
よ
う
と
す
る
施
策
の
基
本
と

な
る
べ
き
事
項 

 

三 

（
略
） 

３
～
６ 

（
略
） 

  
 

 

第
三
章 

短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
措
置
等 

  
 

 
 

第
一
節 

雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
措
置 

   



  

四 

短
時
間
労
働
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
通
常
の
労
働
者
と
差
別
的
取

扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
労
働
条
件
に
関
す
る
文
書
の
交
付
） 

第
六
条 

事
業
主
は
、
短
時
間
労
働
者
を
雇
い
入
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

当
該
短
時
間
労
働
者
に
対
し
て
、
労
働
時
間
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
関
す
る

事
項
（
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
五
条
第
一

項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
除
く
。
）
の
う
ち
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
も
の
を
明
ら
か
に
し
た
文
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

  

（
所
定
労
働
時
間
を
超
え
る
労
働
及
び
所
定
労
働
日
以
外
の
日
の
労
働
の
制

限
） 

第
六
条
の
二 

事
業
主
は
、
短
時
間
労
働
者
に
、
所
定
労
働
時
間
を
超
え
て
労

働
さ
せ
、
又
は
所
定
労
働
日
以
外
の
日
に
労
働
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
主
は
、
当
該
事
業
所
に
、
短
時
間
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労

働
組
合
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
、
短
時
間
労
働
者
の
過
半

数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
短
時
間
労
働
者
の
過
半

数
を
代
表
す
る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定
を
し
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に

届
け
出
た
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
協
定
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
短
時
間
労
働
者
に
、
所
定
労
働
時
間
を
超
え
、

    

（
労
働
条
件
に
関
す
る
文
書
の
交
付
） 

第
六
条 

事
業
主
は
、
短
時
間
労
働
者
を
雇
い
入
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

当
該
短
時
間
労
働
者
に
対
し
て
、
労
働
時
間
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
関
す
る

事
項
（
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
五
条
第
一

項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
除
く
。
）
を
明
ら
か
に
し
た

文
書
を
交
付
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

            



 

五 

労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
二
条
の
五
ま
で
若
し
く
は
第
四
十
条

の
労
働
時
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
定
労
働
時
間
」
と
い
う
。
）
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
労
働
さ
せ
、
又
は
所
定
労
働
日
以
外
の
日
で
あ
っ

て
同
法
第
三
十
五
条
の
休
日
で
な
い
日
に
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

事
業
主
は
、
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
よ
っ
て
、
臨

時
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
必
要
の
限
度
に
お
い
て
、
短
時
間
労
働
者
に
、
所
定
労
働
時
間
を
超
え
、

法
定
労
働
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
労
働
さ
せ
、
又
は
所
定
労
働

日
以
外
の
日
で
あ
っ
て
労
働
基
準
法
第
三
十
五
条
の
休
日
で
な
い
日
に
労
働

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

労
働
基
準
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
法
定
労
働
時
間
を
延
長
し
、
又
は
同
法
第
三
十
五
条
の
休
日
に
労
働
さ

せ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
延
長
す
る
法
定
労
働
時
間
及
び
当
該
休
日
の
労
働

に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

 

（
就
業
規
則
の
作
成
の
手
続
） 

第
七
条 

常
時
十
人
以
上
の
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
は
、
短
時
間
労
働
者

に
係
る
事
項
に
つ
い
て
就
業
規
則
を
作
成
し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て
雇
用
す
る
短
時
間
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表

す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

                

（
就
業
規
則
の
作
成
の
手
続
） 

第
七
条 

事
業
主
は
、
短
時
間
労
働
者
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
就
業
規
則
を
作

成
し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て
雇
用
す

る
短
時
間
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
意
見
を
聴

く
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 



  

六 

２ 

前
項
の
事
業
主
は
、
短
時
間
労
働
者
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
作
成
し
、
又

は
変
更
し
た
就
業
規
則
を
労
働
基
準
法
第
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出

る
と
き
は
、
同
項
の
意
見
を
記
し
た
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３ 

第
一
項
の
事
業
主
以
外
の
事
業
主
は
、
短
時
間
労
働
者
に
係
る
事
項
に
つ

い
て
就
業
規
則
を
作
成
し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
意
見
を
聴
く
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

  

（
通
常
の
労
働
者
へ
の
応
募
の
機
会
の
付
与
等
） 

第
七
条
の
二 

事
業
主
は
、
通
常
の
労
働
者
を
募
集
し
、
又
は
採
用
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
現
に
雇
用
す
る
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
短
時
間
労
働
者
で

あ
っ
て
通
常
の
労
働
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
に
対

し
、
応
募
の
機
会
を
優
先
的
に
与
え
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
指
針
） 

第
八
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
五
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き

事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
そ
の
他
の
第
三
条
第
一
項
の
事
業
主
が
講
ず
べ
き

均
等
待
遇
の
確
保
等
の
た
め
の
措
置
に
関
し
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施

を
図
る
た
め
に
必
要
な
指
針
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
指
針
」
と
い
う
。
）

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

               

（
指
針
） 

第
八
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
条
第
一

項
の
事
業
主
が
講
ず
べ
き
雇
用
管
理
の
改
善
等
の
た
め
の
措
置
に
関
し
、
そ

の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
に
必
要
な
指
針
（
以
下
こ
の
節
に
お

い
て
「
指
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

（
略
） 



 

七 

  

（
均
等
待
遇
等
推
進
者
） 

第
九
条 
事
業
主
は
、
常
時
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
以
上
の
短
時
間
労
働

者
を
雇
用
す
る
事
業
所
ご
と
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

指
針
に
定
め
る
事
項
そ
の
他
の
短
時
間
労
働
者
の
均
等
待
遇
の
確
保
等
に
関

す
る
事
項
に
係
る
業
務
を
担
当
さ
せ
る
た
め
、
均
等
待
遇
等
推
進
者
を
選
任

す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
苦
情
の
自
主
的
解
決
） 

第
九
条
の
二 

事
業
主
は
、
第
三
条
第
一
項
の
事
業
主
が
講
ず
べ
き
均
等
待
遇

の
確
保
等
の
た
め
の
措
置
に
関
し
、
短
時
間
労
働
者
か
ら
苦
情
の
申
出
を
受

け
た
と
き
は
、
苦
情
処
理
機
関
（
事
業
主
を
代
表
す
る
者
及
び
当
該
事
業
所

の
労
働
者
を
代
表
す
る
者
を
構
成
員
と
す
る
当
該
事
業
所
の
労
働
者
の
苦
情

を
処
理
す
る
た
め
の
機
関
を
い
う
。
）
に
対
し
当
該
苦
情
の
処
理
を
ゆ
だ
ね
る

等
そ
の
自
主
的
な
解
決
を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
報
告
の
徴
収
並
び
に
助
言
、
指
導
及
び
勧
告
） 

第
十
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
短
時
間
労
働
者
の
均
等
待
遇
の
確
保
等
を
図
る

た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
短
時
間
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業
主

に
対
し
て
、
報
告
を
求
め
、
又
は
助
言
、
指
導
若
し
く
は
勧
告
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

  

（
短
時
間
雇
用
管
理
者
） 

第
九
条 

事
業
主
は
、
常
時
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
以
上
の
短
時
間
労
働

者
を
雇
用
す
る
事
業
所
ご
と
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

指
針
に
定
め
る
事
項
そ
の
他
の
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関

す
る
事
項
を
管
理
さ
せ
る
た
め
、
短
時
間
雇
用
管
理
者
を
選
任
す
る
よ
う
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。 

          
（
報
告
の
徴
収
並
び
に
助
言
、
指
導
及
び
勧
告
） 

第
十
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
を
図
る

た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
短
時
間
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業
主

に
対
し
て
、
報
告
を
求
め
、
又
は
助
言
、
指
導
若
し
く
は
勧
告
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 



  

八 

     

（
権
限
の
委
任
） 

第
十
条
の
二 

第
六
条
の
二
第
二
項
及
び
前
条
に
定
め
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権

限
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
都
道
府
県

労
働
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
指
定
等
） 

第
十
三
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
短
時
間
労
働
者
の
均
等
待
遇
の
確
保
等
の
援

助
を
行
う
こ
と
そ
の
他
短
時
間
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四

条
の
法
人
で
あ
っ
て
、
第
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
次
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
に
一
を

限
っ
て
、
同
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
業
務
の
運
営
が
適
正
か
つ
確
実
に
行
わ

れ
、
短
時
間
労
働
者
の
均
等
待
遇
の
確
保
等
そ
の
他
そ
の
福
祉
の
増
進
に

資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
都
道
府
県
労
働
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

       

（
指
定
等
） 

第
十
三
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
の
援

助
を
行
う
こ
と
そ
の
他
短
時
間
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四

条
の
法
人
で
あ
っ
て
、
第
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
次
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
に
一
を

限
っ
て
、
同
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

一 
（
略
） 

 

二 
前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
業
務
の
運
営
が
適
正
か
つ
確
実
に
行
わ

れ
、
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
そ
の
他
そ
の
福
祉
の
増
進
に

資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 



 

九 

２
～
４ 

（
略
） 

  

（
業
務
） 

第
十
五
条 

短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の

と
す
る
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

事
業
主
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
、
短
時
間
労
働
者
の
均
等
待
遇
の

確
保
等
に
関
す
る
講
習
等
を
行
う
こ
と
。 

 

三
・
四 

（
略
） 

 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
短
時
間
労
働
者
の
均
等
待
遇
の
確
保

等
の
援
助
を
行
う
た
め
の
業
務
そ
の
他
短
時
間
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
を

図
る
た
め
に
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
。 

  

（
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
短
時
間
労
働
者
福
祉
事
業
関
係
業
務

の
実
施
） 

第
十
六
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
を
指
定
し
た
と

き
は
、
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
に
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
十
九
条
の
労
働
福
祉
事
業
又
は
雇
用
保
険
法

（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
六
十
四
条
の
雇
用
福
祉
事
業
の
う

ち
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部

を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

２
～
４ 

（
略
） 

  

（
業
務
） 

第
十
五
条 

短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の

と
す
る
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

事
業
主
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
、
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の

改
善
等
に
関
す
る
講
習
等
を
行
う
こ
と
。 

 

三
・
四 

（
略
） 

 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善

等
の
援
助
を
行
う
た
め
の
業
務
そ
の
他
短
時
間
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
を

図
る
た
め
に
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
。 

  

（
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
短
時
間
労
働
者
福
祉
事
業
関
係
業
務

の
実
施
） 

第
十
六
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
を
指
定
し
た
と

き
は
、
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
に
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
十
九
条
の
労
働
福
祉
事
業
又
は
雇
用
保
険
法

（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
六
十
四
条
の
雇
用
福
祉
事
業
の
う

ち
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部

を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。 



  

一

〇 

 
一 

（
略
） 

 

二 
短
時
間
労
働
者
の
均
等
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い

て
、
事
業
主
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ

と
。 

 

三 

（
略
） 

 

四 

均
等
待
遇
等
推
進
者
そ
の
他
短
時
間
労
働
者
の
均
等
待
遇
の
確
保
等
に

関
す
る
事
項
に
係
る
業
務
を
担
当
す
る
者
に
対
す
る
研
修
を
行
う
こ
と
。

 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
短
時
間
労
働
者
の
均
等
待
遇
の
確
保

等
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
そ
の
他
短
時
間
労
働
者
の
福
祉
の
増

進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
う
こ
と
。 

２
～
４ 

（
略
） 

  

（
均
等
待
遇
の
確
保
等
の
研
究
等
） 

第
三
十
一
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
短
時
間
労
働
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
を
有

効
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
短
時
間
労
働
者
の
そ
の

職
域
の
拡
大
に
応
じ
た
均
等
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
措
置
そ
の
他
短
時
間

労
働
者
の
均
等
待
遇
の
確
保
等
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
調
査
、
研

究
及
び
資
料
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

一 

（
略
） 

 

二 

短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い

て
、
事
業
主
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ

と
。 

 

三 

（
略
） 

 

四 

短
時
間
雇
用
管
理
者
そ
の
他
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に

関
す
る
事
項
を
管
理
す
る
者
に
対
す
る
研
修
を
行
う
こ
と
。 

 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善

等
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
そ
の
他
短
時
間
労
働
者
の
福
祉
の
増

進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
う
こ
と
。 

２
～
４ 

（
略
） 

  

（
雇
用
管
理
の
改
善
等
の
研
究
等
） 

第
三
十
一
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
短
時
間
労
働
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
を
有

効
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
短
時
間
労
働
者
の
そ
の

職
域
の
拡
大
に
応
じ
た
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
措
置
そ
の
他
短
時
間

労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
調
査
、
研

究
及
び
資
料
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

 


